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定款の一部変更に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 24 日開催予定の第 46 回定時株主総会に

おいて、「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

記 

１．変更の内容 

(1)第 16 条 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供

   当社は、連結計算書類作成会社となりましたので、連結計算書類をインターネット開示 

の対象とすることを可能にするため、定款第 16 条の一部を変更するものであります。 

(2)第 24 条 取締役会の招集権者および議長

   定款第 15 条（招集権者及び議長※）の条文と同様の規律とし、ガバナンスの適正化を 

図るため、定款第 24 条の一部を変更するものであります。 

２．変更内容 

変更内容は、次のとおりであります。 

（下線部分は変更内容を示します。） 

現行定款 変更案 

（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供） 

第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告及び

計算書類に記載又は表示すべき事

項に係る情報を、法務省令に定め

るところに従いインターネットを

利用する方法で開示することによ

り、株主に対して提供したものと

みなすことができる。 

（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供） 

第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計算

書類及び連結計算書類に記載又は

表示すべき事項に係る情報を、法

務省令に定めるところに従いイン

ターネットを利用する方法で開示

することにより、株主に対して提

供したものとみなすことができ

る。 



 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、取締役社長がこ

れを招集し、議長となる。 

２ 取締役社長に事故があるときは、

取締役会において予め定めた順序

に従い、他の取締役が取締役会を

招集し、議長となる。 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、代表取締役がこ

れを招集し、議長となる。 

２ 代表取締役に事故があるときは、

取締役会において予め定めた順序

に従い、他の取締役が取締役会を

招集し、議長となる。 

 

 ご参考 

 （招集権者及び議長） 

  第 15 条 株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。 

２ 代表取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の 

取締役が株主総会を招集し、議長となる。 

 

３．変更予定日  

定款変更のための株主総会開催日 :  2021 年６月 24 日（予定）  

定款変更の効力発生日      ： 2021 年６月 24 日（予定） 

 

以上 


